
令和８年度事業計画 

はじめに 

 令和８年度は，一般家庭との請負契約についても，地方公共団体及び事業所との

請負契約と同様に，包括的契約方式に移行できるように準備を進めてまいります。 

 包括的契約を締結するためには，あらかじめ請負額を算定して，就業前に発注者

に提示し，了解を得る必要があります。 

 そのためには，植木の剪定や除草などの業務において，請負額を算定するための

統一単価が必要となります。現在，この統一単価を作成しているところですが，こ

れをできるだけ早急に完成させ，令和９年の受付時から，包括的契約方式に移行し

てまいりたいと考えています。 

 また，会員の高齢化が進み，平均年齢が７５歳を超える中，軽易な作業の開拓な

ど８０歳を超えても活躍できる就業機会の創出に努めてまいります。 

 

 

   Ⅰ シルバー人材センター事業 

 

基本方針 

 １ 就業の機会を確保し，組織的に提供します。 

 ２ 会員拡大の推進を図ります。 

 ３ 就業に必要な知識及び技能の習得を目的とした講習会を実施します。 

 ４ 安全就業及び適正就業を推進します。 

 ５ 社会奉仕活動等を通じて，高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を

図るため，必要な事業を行います。 

 ６ 前各項の目的を達成するための調査研究，相談及び事業の企画運営を行いま

す。 

 ７ その他センターの目的を達成するために必要な事業を実施します。 

 

事業目標 

 令和８年度の事業目標を次のとおり設定します。 

 １ 会員数    １，０００人 

 ２ 契約金額 ４４７，６００千円    シルバー事業   200,000千円 

                     訪問介護事業   15,600千円 

                     労働者派遣事業  116,000千円 

                     指定管理事業   103,500千円 

                     ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業   12,500千円 

 ３ 就業延人員 ５５，０００人日 

 ４ 就業率      ７０ .０％ 

 ５ 安全就業  事故件数 ０件 



 

具体的事業 

１ 就業開拓・提供事業 

 (1) 受託事業 

   高齢者の生きがいの充実や社会参加の促進を図るとともに，地域社会の活性

化に寄与するため，地域に密着した臨時的かつ短期的又は軽易な業務に係る仕

事を水戸市，公共的団体，民間事業所及び一般家庭から受託し，センター会員

へ提供します。 

 

 (2) 労働者派遣事業及び職業紹介事業 

   茨城県シルバー人材センター連合会の水戸市事務所として，センター会員を

対象に労働者派遣による就業機会の提供・拡大に努めます。また，職業紹介事

業についても取り組みます。 

 

 (3) 介護保険事業 

   介護保険事業に係る資格の活用と女性会員の就業機会の拡大のため，訪問介

護及び第一号訪問事業を引き続き実施します。また，同事業に従事できる人材

の確保と育成に努めます。 

 

 (4) 福祉・家事援助サービス事業 

   高齢者や障害者の身の回りの世話等をする福祉サービス事業及び個人家庭を

対象とする家事援助サービス事業を通して，利用者の生活を支援するため，引

き続き経験豊富な会員によるサービスの提供に努めます。 

 

 (5) 指定管理者受託事業 

   水戸市から指定管理者の再指定を受けた水戸市大町・本町子育て支援・多世

代交流センター（わんぱーく・みと，はみんぐぱーく・みと）の２施設につい

て，市民の子育てを支援できるように適切な管理運営に努めます。また，引き

続き会員の就業機会の確保に努めます。 

 

 (6) ファミリー・サポート事業 

   引き続き，ファミリー・サポート事業を水戸市から受託し，児童の預かりや

送迎などの援助を受けたい方と援助をしたい方との相互援助活動に関する連絡，

調整を適切に行い，市民の方の育児と仕事の両立，育児負担の軽減等が図られ

るようにしてまいります。 

 

 (7) 就業情報提供 

   かわら版による就業情報の提供のほか，電話による問合せ及びホームページ



掲載による就業情報の提供に努めます。 

 

２ 会員組織の整備・充実，活性化 

 (1) 会員加入の促進 

  ア 入会希望者に対し，毎月第２金曜日に説明会及び登録手続会を開催するほ

か，出張説明会，女性限定説明会を開催します。 

  イ 引き続き Web入会システムを導入します。 

  ウ 水戸市の「広報みと」を活用し，シルバー会員募集の宣伝強化を図ります。 

  エ センター機関紙「シルバーだより」を年２回発行し，幅広く市民へ配布し，

会員募集の宣伝強化を図ります。 

  オ 会員一人一人による口コミでの会員勧誘活動を実施します。引き続き，新

会員を勧誘し，入会させた会員に対する報奨制度を実施します。 

  カ 女性会員の拡大を図るため，女性向けのイベントを開催します。 

 

 (2) 会員懇談会の開催 

   会員懇談会を開催し，センターの現状について会員との共有を図るとともに，

会員相互の連携を図ります｡ 

 

 (3) 職群班組織の活性化 

   職群班ごとに全体会議を開催し，事例発表などにより情報を共有し，利用者

に喜ばれる就業を目指します。また，職群班内で安全対策の徹底を図るととも

に，技能の底上げ，後継者の育成を図り，就業会員の確保に努めます。 

 

 (4) 会員活動の支援 

   会員の親睦，交流の場として設置したシルバーサロンを活用して，会員の自

主的活動を支援するとともに，企画事業を検討します。 

 

 (5) 会員活動の活性化 

   会員活動の活性化を図るため，会員がセンター事業に参加したとき，又はセ

ンターが定める活動に取り組んだときに，当該会員に対しポイントを付与する

とともに，一定のポイントに達した場合には，記念品と交換できる制度を検討

します。 

 

 (6) 退会者の抑制 

   未就業会員にきめ細やかな就業相談を実施し，就業機会を提供できるように

努めます。また，８０歳を超えても無理なく働ける就業先の確保に努め，会員

の退会の抑制を図ります。 

 



３ 調査事業 

 (1) 役職員研修 

   公益社団法人として必要な知識を習得するため，全シ協，県シ連等が開催す

る研修会に参加します。 

 

 (2) 先進地調査 

   センターの事業発展のため，先進事例の調査や視察研修等を行い，その結果

を事業運営に活用します。 

 

 (3) 高齢会員の就業先調査 

   会員の高齢化が進展する中，高齢会員を対象に，８０歳を超えた高齢者が就

業できる業務について聴取するほか，先進事例の調査をし，就業機会の創出に

つなげます。 

 

４ 相談事業 

 (1) 入会説明会 

   新規入会希望者を対象に定例の入会説明会を行い，会員の増強を図ります。 

   また，会員の少ない地区において出張説明会を開催するほか，女性限定説明

会を開催し，女性会員の拡大に努めます。 

 

 (2) 未就業者相談 

   未就業会員を対象に，相談会の開催や電話連絡をとおして，未就業者の状況

を把握するとともに，就業の提供に努めます。 

 

 (3) 個別相談 

   会員の就業希望や社会参加について，個別相談を行います。 

 

５ 研修・講習事業 

 (1) 接遇講習 

   親切・丁寧な対応，誠実・安心な仕事を通じてセンターの信頼を高めるため，

就業先におけるマナー向上を目指した研修を継続的に開催します。 

 

 (2) 高年齢者活躍人材確保育成事業 

   県シ連と共催し，高年齢者を対象に人手不足分野・現役世代を支える分野の

仕事に必要な能力を身に付ける講習会を行い，入会希望会員の育成に努めます。 

 

 (3) デジタルリテラシー向上講習会 

   フリーランス法の施行に伴い，会員に対する就業条件の明示をSmile to Smile



を利用して行うこととしています。 

   このため，引き続き Smile to Smileの講習会を実施し，会員のデジタルリテ

ラシーの向上に努めます。 

 

 (4) 特別教育，交通安全講習 

   労働安全衛生法における特別教育の受講が義務付けられている業務に従事す

る会員には，指定の機関において外部講習を受講させます。なお，外部講習に

係る費用の一部を助成します。 

   また，就業で自動車を運転する会員には，交通安全講習を実施します。 

 

６ 普及啓発事業 

 (1) 市報への掲載 

   市発行の「広報みと」を活用し，会員募集やシルバー事業の普及啓発を図り

ます。 

 

 (2) 機関紙の発行 

   シルバーだより「梅林」を年２回発行し，内容の充実を図り，事業のＰＲ及

び情報提供に努めます。 

 

 (3) ボランティア活動 

   センターは，地域社会の一員として，水戸市が主催する河川清掃を行うボラ

ンティア活動に参加します。 

   また，センター独自のボランティア活動を実施し，社会貢献を果たします。 

 

 (4) ホームページの更新 

   ホームページの記事を見やすく最新の情報に更新するとともに，タイムリー

な情報発信及びセンター事業のＰＲに努めます。また，引き続き，Web 入会シス

テムを導入し，会員の入会に係る手続について利便性の向上を図ります。 

 

 (5) その他の啓発事業 

   市庁舎，出張所，市民センター等に会員募集ののぼり旗やチラシを設置しま

す。また，市民の往来が多い場所でのチラシ配布，市の窓口用封筒への広告掲

載その他機会を捉えて啓発活動を行います。 

 

７ 安全・適正就業推進事業 

 (1) 事故防止対策 

   安全意識の啓発等の活動を通じて事故発生抑止を図ります。委員会で事故事

例の収集・分析を行い，事故原因を究明し再発防止に努めるとともに，ヒヤリ



ハット事例集の作成を行います。 

   また，引き続き，植木の剪定作業における高さ制限の厳守及び安全保護具の

装着の徹底並びに刈払い作業における安全保護具の装着の徹底を図ります。 

 

 (2) 安全・適正就業スローガンの募集及び活用 

   会員から安全・適正就業に関する標語を募集し，優秀作品の決定及び表彰を

行います。また，優秀作品は，令和９年度及び１０年度の２年間にわたり当セ

ンターの安全・適正就業スローガンとして活用します。 

 

 (3) 安全に対する講習 

   労働安全衛生法における特別教育の受講が義務付けられている業務に従事す

る会員に特別教育の受講を徹底するとともに，自動車運転業務に従事する会員

に交通安全講習を実施するなど，会員の安全就業を推進します。 

 

 (4) 安全・適正就業パトロール 

   定期及び不定期に，安全・適正就業パトロールを実施し，就業現場における

安全保護具の着用その他の安全就業基準の遵守を推進するとともに，損害賠償

事故の撲滅に努めます。 

 

 (5) 定期健康診断の推奨 

   定期健康診断の積極的受診を推奨し，健康管理の向上に努めます。 

 

 (6) シルバー保険への加入 

   引き続きシルバー保険に加入し，会員の不測の事態に備えます。 

 

 (7) 適正就業の推進 

   関係法令，適正就業ガイドラインに沿った就業の提供を，「共働，共助」の理

念に基づき，会員の就業時間の適正化を図るため，ワークシェアリングやロー

テーション就業を推進します。 

   また，今後も，請負・委任就業にそぐわない就業は，派遣就業として受注し

ていきます。 

 

   Ⅱ 法人管理事業 

 

１ 総会・理事会の開催 

 (1) 総会の開催 

   ６月に開催し，前年度の事業報告，決算報告等を決議します。 

 



 (2) 理事会の開催 

   年４回の定例理事会及び必要に応じて臨時理事会を開催し，業務執行等につ

いて決議します。 

 

２ 諸会議，研修会等への参加 

 (1) 全シ協及び関東ブロック総会へ参加します。 

 (2) 県シ連理事会及び事務局長等会議へ出席します。 

 (3) 研修・講習会等へ参加します。 

 

３ センター運営の効率化 

 (1) 補助金の確保 

   補助金の確保を目指して，上部団体とともに引き続き国及び水戸市への支援

要請を行います。 

 

 (2) 事務局の効率的運営 

   事務局内の職務分掌の見直しと職員の育成，事務系会員の有効活用により，

事務局の効率的な運営と強化を図ります。 

   また，会員のデジタル利用を促進し，事務の効率化を図ってまいります。 

 

 (3) 包括的契約の推進 

   一般家庭との請負契約について包括的契約への移行を推進し，現在負担して

いる会員の消費税額相当額について負担の軽減を図ってまいります。 

   このため，できるだけ早い時期に，見積りの統一単価を策定し，令和９年度

からの包括的契約を目指します。 

 

 


